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市民経済常任委員会次第 
 

令 和 ７年１２月９日（火） 

第 １委員会室  午 前１０時 

１ 議  題 

（１）議案の審査 

議案第１０９号 公の施設（高崎市斎場）の指定管理者の指定について 

議案第１２４号 公の施設（サンライフ高崎）の指定管理者の指定について 

議案第１２５号 公の施設（クラインガルテン）の指定管理者の指定について 

議案第１２６号 公の施設（榛名湖温泉ゆうすげ元湯等）の指定管理者の指定に

ついて 

議案第１２７号 公の施設（吉井物産センターふれあいの里）の指定管理者の指定

について 

議案第１４１号 令和７年度高崎市一般会計補正予算（第５号）（所管部分） 

議案第１４２号 令和７年度高崎市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第１４５号 令和７年度高崎市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

議案第１４６号 令和７年度高崎市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

 

２ 報告事項 

（１）榛名湖温泉ゆうすげ「榛名湖ヴィレッジ」の予約受付開始について（ 榛 名 支 所 ） 

 

３ そ の 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補正予算議案の審査方法 
 

１ 令和７年度補正予算議案 

（１）一般会計（議案第１４１号（所管部分）） 

・歳入歳出予算の補正……事項別明細書により歳入から始め、 

歳入・歳出それぞれ「款」ごとに審査。 

・債務負担行為の補正……第３表 債務負担行為補正により審査。 

・地方債の補正……………第４表 地方債補正により審査。 

 

（２）特別会計（議案第１４２号、議案第１４５号、議案第１４６号） 

  ・事項別明細書により「歳入」・「歳出」ごとに審査。 


